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「小金井桜復活」２年次の活動 
 

  
 北上から運ばれた「小金井」桜       ２年次モデル地区植栽の後継種    玉川上水へ移送      新たに植栽された後継樹 

  

  ら  
 整地前の『育苗ファーム』      小金井桜『育苗ファーム』    吉野山さくらんぼから発芽した未来の小金井桜苗 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

小金井桜復活へ更に一歩前進 
『育苗ファーム』開設と『ＮＰＯ法人』設立へ 

 

３月１１日 14 時 46 分に三陸沖を震源として発生したマグニチュード 9.0 の東日本

大震災は１９０００余人を超える死者・行方不明者を出しました。 

又、地震と津波により福島第一原子力発電所爆発事故が発生し、大震災と爆発事故により今

なお避難生活を余儀なくされている被災者の皆様にお見舞い申し上げますと共に、ここ

に改めて犠牲になられた皆様に哀悼の意を表します。 

幸いにも、私たち小金井桜の分家に当たる北上市は内陸に当たるため、大きな被害は

ありませんでしたが、小金井桜を通して被災地の復興に「北上桜の会」の皆様と協働し

てお役に立つ方策をご相談させていただいているところです。 

 

小金井桜復活のモデル地区２年次の活動を振り返ってみますと、 

・植栽した小金井桜後継樹の苗木に「ネームプレート設置」するイベント。 

・発芽した苗木の「里親」２６名の皆さんにベランダでの育成を依頼。 

・本家である吉野山への「さくらんぼ拾い」と吉野山保勝会との交流・懇談会。 

・桜川岩瀬小学校から育成した苗木３０本の寄贈。「育苗ファーム」移植。 

・北上展勝地開設９０周年記念フォーラムへの参加と被災地訪問。 

  等の多彩な事業を展開してきました。 

 

今年度一番のトピックスは、私たちの小金井桜復活の念願であった苗木を育成する農

場の提供を小金井市から受けたことです。 

「育苗ファーム」開設に当たっては小金井桜復活に賛同する多くの皆さんから拠出い

ただいた「さくら基金」の浄財を活用し、約３００坪の用地に５４０本の小金井桜後継

樹の苗を植樹しました。開所式には用地をご提供いただいた中川金久さんを始め小金井

市長・市議会議長等多くの関係者の皆さんにお集まりいただき、３月３日行いました。 

 

又、国の名勝である「小金井桜復活」を図るためには東京都・地元自治体と市民団体

とのコラボレーション事業として、かつての「保桜会」のような社会的に責任のある法

人格を持った組織を設立する事がかねてからの課題でした。運よく小金井市内で活動し

ている内閣府認証の「ＮＰＯ法人環境再生機構」の事業目的の一つとして『小金井桜の

並木復活の実現を目的とし、行政との協働事業として官民一体で小金井桜復活への実現

を図る』という趣旨を追加した定款変更を行うと共に通称名を「ＮＰＯ法人 小金井桜を

復活する会」を使用することで合意し、併せて当会からの理事役員の参画のもと、今後、

行政等との様々な小金井桜の復活事業を行うための法人組織として、内閣府認証非営利

活動法人「ＮＰＯ法人 小金井桜を復活する会」」を１月に設立しました。  

今後は、名勝 小金井桜の会と「目的」を同じくする団体として、名勝小金井桜の復

活事業に協働で取り組んでいくことになります。 

 

宜しくご理解とご協力をお願いします。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%99%B8#.E4.B8.89.E9.99.B8.E6.B2.96.EF.BC.88.E6.B5.B7.E5.9F.9F.E5.90.8D.EF.BC.89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85


 

 

 

 

₳ ₴↓   

ʝ ̝            ₳ ₴ ₳ ₴  

  予 算 決 算 増 減 摘  要 

収入の部 前期繰越金 

 

会  費 

 

預金利息 

 

雑 収 入 

261,783 

 

166,000 

 

100 

 

1000 

261,873 

 

131,000 

 

42 

 

7000 

90 

 

▲35,000 

 

▲58 

 

6000 

予算書記載誤り 

 

会員 17名 

賛助会員 1名減 

 

 

 

 

計 428,883 399,915 ▲28,968  

支出の部 活 動 費 

 

プロジェクト 

 

事 務 費 

 

通 信 費 

 

保 険 料 

 

予 備 費 

150,000 

 

100,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

50,000 

 

8,883 

97,076 

 

0 

 

97,401 

 

59,010 

 

3,800 

 

9,250 

▲52,924 

 

▲

100,000 

 

37,401 

 

▲990 

 

▲46,200 

 

367 

＊樹勢調査・落ち葉回収作

戦・学習会・講演会等 

＊桜基金で使用したため 

 

 

 

 

 

＊ボランティア保険 

計 428,883 266537 ▲162346  

 

֛ Њ Ě  ї  

399,915円―266,537円＝133,378円 

̊ʣǵ ȑḸףǞȅǠƳ 

₳ 24₴ 14  

ҷ ᾛ׀             ˝ ǵ̝  ̝   ʝ 

                      ҵ ‖ ˘ 
                       ҵ Ӕ  ̾̈ἧ 

ɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵ 

₳ 23₴↓ʝ ̝ ș ǞǦǯǚȔƲ ǲы ǜȓǭǋȒǚǯș ǞȅǞǦƳ 

₳ 24₴     

                            ˗ ̗   

 



 

 

 

 

 

₳ ₴↓   

˗ ̝            ₳ ₴ ₳ ₴  

  予 算 決 算 増 減 摘  要 

収入の部 前期繰越金 

 

桜まつり返金 

 

事業収益 

 

預金利息 

128,929 

 

31,700 

 

100,000 

 

0 

128,929 

 

0 

 

426,300 

 

20 

0 

 

▲31,700 

 

326,300 

 

20 

 

 

桜まつり中止の為 

 

お月見収益 199,900

円 

市民祭り収益 226,400 円 

 

 

計 260,629 555,249 294,620  

支出の部 事業経費 

 

活動費 

 

予備費 

 

 

130,000 

 

40,000 

 

90,629 

 

 

399,521 

 

0 

 

2,160 

 

 

269,521 

 

▲40,000 

 

▲88,469 

 

お月見支払い 196,710円 

市民祭り支払い 204,971円 

 

 

 

 

計 260,629 401,681 141,052  

 

֛ ЊĚ  ї  

555,249円―401,681円＝153,568円 
̊ʣǵ ȑḸףǞȅǠƳ 

 

₳ 24₴ 14  

ҷ ᾛ׀             ˝ ǵ̝  ̝   ʝ 

                      ҵ ‖ ˘ 
                       ҵ Ӕ  ̾̈ἧ 

ɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵ 

₳ 23₴↓˗ ̝ ș ǞǦǯǚȔƲ ǲы ǜȓǭǋȒǚǯș ǞȅǞǦƳ 

₳ 24₴     

                            ˗ ̗   

 



 

 

₳ ₴↓   

ǜǖȐḨ ̝         ₳ ₴ ₳ ₴  

  予 算 決 算 増 減 摘  要 

収入の部 前期繰越金 

 

振込金 

 

預金利息 

1,040,598 

 

100,000 

 

100 

 

 

1,040,598 

 

404,897 

 

162 

0 

 

304,897 

 

62 

 

 

 

 

 

 

計 1,140,698 1,445,657 304,959  

支出の部 事業費 

 

 

 

予備費 

 

 

100,000 

 

 

 

1,040,698 

 

 

 

 

249,901 

 

 

 

915,179 

 

0 

 

 

 

 

149,901 

 

 

 

▲

125,519 

 

 

 

 

 

 

リーフレット  28,350円 

吉野山サクランボ拾い 104425円 

桜川サクランボ拾い 9,000円 

 

ファーム開所案内状  5,878円 

備品等    81,501円  

造園費   424,200円 

倉庫代   204,561円 

看板代   175,350円  

水道開始代  30,450円 

計 1,140,698 1,165,080 24,382  

 

֛ ЊĚ  ї  

1,445,657円―1,165,080円＝280,577円 
̊ʣǵ ȑḸףǞȅǠƳ 

 

₳ 24₴ 14  

ҷ ᾛ׀             ˝ ǵ̝  ̝   ʝ 

                      ҵ ‖ ˘ 
                       ҵ Ӕ  ̾̈ἧ 

ɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵ 

₳ 23₴↓ǜǖȐḨ ̝ ș ǞǦǯǚȔƲ ǲы ǜȓǭǋȒǚǯș ǞȅǞǦƳ 

₳ 24₴     

                            ˗ ̗   

 

 



 

 

₳ ₴↓ ☻ ᴣ 

  

  ₳ ₴↓☻ᴣ׀          ₳ ₴↓☻ᴣ׀  

  ₳ 23₴ 4 1 ǒȐ 3 31         ₳ 24₴ 4 1 ǒȐ 3 31  
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₳ ₴↓˔  
 

一般会計 

   収入の部 

         繰越金        133,378 円 

会 費        16 0 .000 円  （8 0 名×2000 円） 

利 子           100 円 

雑収入         1.000 円  

合 計        294,478 円 

支出の部 

活動費       1 0 0.000 円（樹勢調査・落ち葉回収作戦・学習会・講演会等）  
 

事務費      100,000 円 

通信費        60.000 円 

保険料        3 0.000 円（ボランティア保険等） 

         予備費        4,478 円 

合 計      294,478 円 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事業会計 

収入の部 

繰越金       153,568 円 

事業収益      250,000 円（桜まつり、お月見の集い、市民まつり） 

合 計      353,568 円 

支出の部 

事業経費       180,000 円 

ホームページ運営費 120,000 円（10,000 円×12 カ月） 

活動費         50,000 円（イベント昼食補助等） 

予備費          3,568 円 

合 計       353,568 円 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

さくら基金 

収入の部 

繰越金       280,577 円 

振込金       100.000 円 

利子           100 円 

合 計     380,677 円 

支出の部 

事業費       100.000 円（リーフレット印刷等） 

予備費         280,677 円 

                合 計    380,677 円 

ɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵ 



 

 

 

平成２４年度事業計画 

 

定例会の開催（毎月） 

・毎月第１土曜日午前１０時から「育苗ファーム」と「小金井桜見回り」

班の二つの班編成によりフィールドワークを行う。 

・毎月第３土曜日午前１０時から文化財センターで例会を行い、小金井

桜の復活のための学習と各プロジェクトとの連絡調整を行う。 

 

 

復活モデル地区の植樹事業 

・復活モデル地区への植樹３年目として新小金井橋から小金井公園歩道

橋の区間に後継樹の植栽を行う。 

・補植に必要な苗木の育成、育苗ファームの運営を行う。 

・名勝小金井桜の復活に向けての全体のグランドデザインを行政と協働

で作成する。 

・フェンス内の桜及び補植した桜に伐採した雑木から再活用等により、

名札・説明板等を行政と協議のうえ取り付ける。 

 

 

補植に必要な苗木の育成 

・小金井桜の復活を図るため、「吉野山保勝会」「桜川日本花の会」「北

上さくらの会」との連携を強化し、サクランボの採取等を行い苗木育

成の活動を行う。 

・小金井桜の古木のサクランボ採取をボーイ・ガールスカウト等の協

力を得て実施すると共に、植え付け作業を実施する。 

・消滅が危惧される古木の系統を保存するため、「接木」または「挿し

木」による小金井桜古木の苗木の育成を行う。 

 

 

名勝 小金井桜基金の募集 

・さくら基金の募集、｢基金ニュース｣の発行を行う。 

・「名勝 小金井桜基金」の広報活動を積極的に展開し、イベント時にお

ける募金活動を全市民的運動として展開する。 

 

 

第１１回小金井桜の樹勢調査の実施（７月から８月） 

・ＮＰＯ法人東京樹木医プロジェクトの協力を仰ぎ、樹勢調査を夏の時

期に実施し、現在おかれている小金井桜の実態と復活に向けて の方策

を内外に発信する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

イベント参加による収益事業（９月・１０月・４月） 

・小金井公園で開催される『お月見の集い』『市民まつり』『桜まつり』

に出店し、小金井桜復活のための収益事業を展開する。 

 

 

第１４回小金井桜写真展の開催 

・「名勝 小金井桜」の写真コンクールを主催し、優秀作品を表彰する。 

・「みどりセンター祭り」「文化財センター小金井桜展」等に写真展と

して参加し、小金井桜の素晴らしさを内外にアピールする 

 

第１０回落ち葉回収作戦の開催（１１月） 
・市内の小金井桜復活に賛同する各種団体と協力して玉川上水堤の落

ち葉を回収する「落ち葉回収作戦」を開催し、小金井桜後継樹の肥料

とするため｢育苗ファーム｣で堆肥化してリサイクル活動を推進する。 

 

 

学習会・懇談会・講座等の開催 

・小金井桜の復活に向けて日本さくらの会・日本花の会等の協力を得

て、桜に造詣の深い有識者を講師に迎え、学習会・講演会を行う。 

・市議会議員をはじめ各種団体役員との懇談会を開催し、小金井桜復

活へ向けての理解と協力を図る。 

・一般都民を対象に小金井桜の歴史と再生に向けての講座・シンポジ

ウムを開催し、会員の加入促進と啓発活動を行う。 

 

 

ホームページの充実・強化 

・小金井桜の歴史と復活に向けての活動を内外にアピールし、小金井

桜の復活を全都民の合意形成を図るために、ホームページの内容の充

実・強化を図る。 

 

  

（仮称）小金井桜情報センター設立準備 

・小金井桜の歴史と復活に向けての活動を内外にアピールするため、

小金井市文化財センターの展示活動に協力し、将来の「（仮称）小金

井桜情報センター」設立準備活動を展開する。 

 

 

 

 

 



 

 

 

名勝
めいしょう

 小金井
こ が ね い

桜
ざくら

の会会則 
（名称） 

第１条 本会は、名勝 小金井桜の会と称する。 

（連絡場所） 

第２条 本会の連絡場所は、事務局内（小金井市緑町３丁目 1 番 12 号）に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、大正１３年１２月９日付で国の「史跡名勝天然紀念物保存法」第１条の規定に基

づき名勝に指定された、歴史的文化遺産である小金井サクラのヤマザクラ並木を次代に適

切に継承することを目的にする。 

更新のための植栽に当たっては、その歴史的背景である奈良県吉野及び茨城県桜川の後継

樹・「小金井桜」の後継樹及び岩手県北上市展勝地公園のヤマザクラ「小金井」の後継樹に

限定するとともに、「小金井桜」の保存や管理の方法を通して会員相互の交流と親睦を図る

ことを目的とする。 

（活動） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

1  「小金井桜の復活」を実現するため、「史跡玉川上水整備活用計画」による東京都並びに

小金井市、などとの協働 

２ 樹勢低下等により危機的現状にある「小金井桜」の維持・管理 

３ 後継樹の育成・更新のための植栽 

   ４ 玉川上水周辺の環境整備促進 

   ５ 定例会、部会の開催 

   ６ 特定プロジェクトの推進  

７ 「小金井桜」及び「玉川上水」に関する講演会・研究会・交流会の開催 

    ８ 市民への啓発及び関係団体との連携 

 ９ その他本会の目的に沿った活動 

（会員） 

第５条 会員は、前条の目的に賛同する者をもって構成する。 

（賛助会員・団体・顧問） 

第６条 本会に、賛助会員、賛助団体、顧問を置くことができる。 

（役員の構成） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

   １ 名誉会長 １名 

   ２ 会長 １名 

   ３ 副会長   若干名 

   ４ 事務局長 １名 

５ 事務局 ２名以上 

   ６ 総務 ２名以上 

   ７ 財務 ２名以上  

   ８ 広報 ２名以上 

９ 監事 ２名 

 

 



 

 

 

（役員の構成） 

第８条 名誉会長、会長、副会長、事務局長、事務局、総務、財務、広報、監事は、 

総会において選任する 

（役員の職務） 

第９条 役員の職務は次のとおりとする。 

   １ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐する 

   ３ 事務局は、会務の執行を総括し、事務局を分掌する。 

   ４ 総務は、事務局を補佐し、庶務全般を分掌する。 

   ５ 財務は、財務を統括し、会計事務を分掌する。 

６ 広報は、本会の広報全般を分掌する。 

７ 監事は、本会の会計を監査する。 

（任期）  

第１０条  役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

（運営） 

第１１条 本会は、年一回の総会と定例会を中心に運営する。 

その他、必要に応じて役員会、部会、実行委員会、ワーキンググループを開催する。 

（会計） 

第１２条 本会の経理は、次のとおりとする。 

   １ 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日で終わる。 

    ２ 運営の経費は、会員の会費およびその他の収入等をもって充てる。 

    ３ 会員は、会費として年額２０００円を納入しなければならない。 

また、必要に応じて臨時徴収することができる。 

    ４ 賛助会員は、年額１口１０００円以上、賛助団体は１口５０００円以上 

納入するものとする。 

５ 会計年度終了後、監事により監査を受けたのち総会において会計報告を行う。 

（施行細則）  

第１３条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（改正） 

第１４条 本会則の改廃については、総会出席者の三分の二以上の賛成を要する。 

付則 

   この会則は、平成１９年６月１６日から施行する。 

付則 

   平成２１年４月１８日総会にて第７条の役員数を○○名以上に改正。 

   平成２１年４月１８日総会にて第１２条の４「年額１口１０００円以上」に改正。 

   平成 22 年４月 10 日総会にて； 

第４条：項目順序を変更し、2 項目「「小金井桜の復活」を実現するため、・・・・」及び「特定プ

ロジェトの推進」を追加、5 項に「部会」を追加。 

第 6 条：「顧問」を追加。 

第 7 条：「名誉会長」「事務局長」「広報」を追加、「庶務」を「総務」並び会計」を「財務」に名称

変更。 

第 8 条：「名誉会長」「事務局長」「広報」を追加、「総務」「財務」に名称変更。 

第 9 条：項目順序を変更し、６項「広報」を追加並びに４・５項は「総務」「財務」に名称変更。 

第 11 条：「部会」「実行委員会」「ワーキンググループ」を追加。 


